
1

注
（
１
）
「
天
保
五
年
秋
田
藩
奥
北
浦
一
摸
を
め
ぐ
っ
て
’
一
史
料
の
紹
介
を
中
心

に
ｌ
」
（
秋
田
高
専
『
紀
要
』
第
八
号
、
一
九
七
三
年
）

一
は
じ
め
に

先
に
こ
の
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
一
摸
の
う
ち
二
月
に
お
こ
っ
た
奥
北
浦
の
そ
れ

に
つ
い
て
一
史
料
の
提
示
を
か
ね
て
こ
の
一
摸
の
解
明
の
た
め
の
問
題
点
に
つ
い
て
若
干

（
１
４
）

の
問
題
提
起
を
し
た
。

本
稿
で
は
そ
の
後
新
ら
た
に
見
い
だ
し
た
こ
の
一
摸
に
関
す
る
新
史
料
の
紹
介
を
か
ね

な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
こ
の
一
摸
研
究
で
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た

点
に
つ
い
て
若
干
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
そ
う
し
た
点
に
つ

い
て
の
べ
て
ゑ
た
い
。

二
三
つ
の
史
料

（
Ａ
）
下
筋
米
不
足
二
付
、
仙
北
よ
り
有
米
余
分
之
分
御
借
久
保
田
へ
川
下
二
相
成

候
二
付
騒
立
壱
件
、
金
易
右
衛
門
汐
申
来
候
写

（
当
時
副
役
、
平
山
ｌ
筆
者
注
）

一
筆
致
啓
達
候
、
然
者
北
浦
前
郷
村
々
騒
立
一
條
之
儀
〈
文
一
郎
殿
御
帰
府
之
上
御

承
知
被
成
候
通
二
有
之
、
拙
者
義
六
郷
出
足
大
曲
村
へ
罷
越
候
処
、
一
統
幕
林
と
か

申
処
一
一
而
屯
致
、
直
々
駕
籠
訴
之
趣
相
聞
候
、
右
様
之
義
有
之
二
於
て
〈
御
法
通
り

御
取
扱
被
成
候
外
無
之
愚
民
共
二
候
得
者
、
左
様
等
之
事
存
間
敷
候
間
、
先
達
而
此

趣
其
方
共
心
得
形
を
以
示
シ
置
候
様
大
曲
村
肝
煎
井
両
三
人
へ
申
含
遣
候
処
、
同
処

引
取
長
野
御
役
屋
近
所
二
引
取
候
段
於
道
中
申
出
候
、
然
処
四
シ
屋
村
一
一
而
も
産
神

堂
二
高
源
相
担
所
同
村
之
者
共
、
小
百
姓
と
相
見
得
小
百
人
位
相
集
、
是
又
駕
籠
へ

天
保
五
年
秋
田
藩
前
・
奥
北
浦
一
楼
を
め
ぐ
っ
て

ｌ
史
料
紹
介
を
中
心
に
１
１

出
訴
之
申
会
中
へ
右
面
々
行
懸
申
付
侯
趣
其
者
共
へ
申
諭
候

（
マ
マ
、
野
力
）
・

恐
入
引
取
候
趣
二
御
座
候
、
夫
捗
暮
後
漸
々
長
屋
へ
着
致
候
所
、
御
役
屋
取
囲
林
々

之
間
な
く
を
小
楯
二
取
、
生
薪
焚
立
、
大
川
原
数
十
ヶ
処
へ
四
十
八
ヶ
村
之
百
姓
弐

千
人
位
之
所
、
半
〈
引
取
残
千
人
程
互
一
一
声
を
懸
合
、
銘
々
楯
或
〈
鑓
、
又
〈
竹
へ

鎌
を
く
く
り
付
、
誠
二
百
姓
一
摸
と
〈
乍
申
騒
灸
敷
も
の
二
有
之
、
其
処
へ
渡
辺
泰

治
、
大
和
田
態
蔵
両
人
差
遣
散
れ
ノ
、
二
相
成
候
而
者
所
ヲ
得
候
義
も
纒
兼
候
間
、

四
寄
郷
之
村
々
四
組
二
相
分
り
、
銘
々
願
之
筋
有
之
候
〈
典
早
々
可
申
出
之
旨
申
渡

候
処
、
夜
四
つ
頃
二
も
可
有
之
哉
、
願
書
差
出
候
二
付
、
別
紙
之
通
相
認
、
右
四
組

よ
り
事
之
分
り
候
者
弐
人
宛
可
罷
出
御
役
屋
へ
呼
出
、
左
右
へ
属
役
共
列
座
、
次
之

間
者
大
曲
村
刈
和
野
村
汐
罷
越
候
村
役
人
為
相
詰
、
右
八
人
之
者
傍
へ
御
足
軽
両
人

為
引
添
、
願
書
之
向
別
紙
之
趣
及
演
説
、
尚
不
届
之
次
第
可
被
申
渡
、
右
之
向
御
答

可
申
上
候
、
厳
重
二
取
糺
し
此
上
万
一
不
相
変
不
法
二
申
募
候
〈
上
伺
を
不
立
御
繩

下
二
致
候
手
配
二
有
之
候
処
、
一
を
不
心
得
二
落
入
向
後
之
義
者
屹
度
相
慎
ミ
可
申

候
間
、
一
命
御
救
被
成
下
度
之
段
実
二
不
心
得
一
一
而
初
而
恐
怖
之
模
様
二
候
間
、
御

取
扱
之
書
面
相
渡
、
左
候
〈
上
既
二
深
夜
二
至
候
事
ゆ
へ
明
四
つ
時
迄
二
御
受
書
可

差
出
、
只
川
原
二
居
候
人
数
只
今
之
内
早
を
退
散
可
為
致
厳
二
申
渡
候
所
、
奉
畏
候

段
申
出
直
々
八
人
之
者
為
引
取
、
右
へ
泰
治
、
熊
蔵
、
御
足
軽
両
人
指
添
一
統
引
取

可
申
之
段
為
申
渡
候
処
、
従
来
外
二
了
簡
も
無
之
候
得
共
、
人
ノ
、
’
一
被
引
連
罷
越

候
者
共
二
候
得
者
難
有
即
時
二
引
取
、
程
を
一
一
焚
火
迄
も
取
消
九
シ
半
頃
二
も
可
有

之
、
不
残
引
払
二
相
成
一
ト
先
安
心
致
候
、
此
段
為
御
知
致
候

二
昨
夜
五
千
人
位
も
集
候
様
其
向
汐
申
出
候
得
共
、
弐
千
人
漸
々
’
一
相
見
得
候
、
奥

北
浦
六
ヶ
村
加
り
候
な
と
坐
申
〈
更
二
無
之
事
一
一
而
、
去
今
前
北
浦
之
面
々
之
口
参

出
候
事
一
一
而
、
霧
し
く
鳴
分
申
立
候
迄
之
事
二
候

一
河
内
殿
ふ
小
野
礼
之
助
、
矢
野
第
七
出
訴
之
者
差
留
二
付
両
人
宛
村
へ
出
役
、
尚
刈

一
同

橋
秀
夫

式

ノ
ー

（
一
九
七
三
年
十
月
三
十
一
日
受
理
）
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和
野
江
者
太
田
角
助
外
壱
両
人
相
揃
遣
候
段
今
朝
談
兵
衛
、
第
七
罷
越
申
聞
候

一
横
手
給
人
三
栗
谷
惣
兵
衛
、
境
又
兵
衛
命
於
金
沢
一
一
承
り
斗
戦
中
二
可
有
之
心
得
一
一

而
加
勢
二
罷
出
候
と
て
御
百
姓
共
引
取
中
へ
罷
出
、
不
相
変
之
勢
二
而
執
も
大
笑
仕

候
一
順
兵
衛
翻
癖
相
遠
慮
可
申
立
内
々
夜
前
申
聞
候
得
共
、
未
タ
願
筋
之
訳
合
申
出
も
無

之
候
故
不
及
其
儀
、
併
斯
成
騒
動
二
相
成
候
段
恐
入
候
〈
左
も
可
有
之
、
右
二
付
御

城
下
表
へ
相
伺
候
御
屈
も
有
之
候
ゆ
へ
、
追
而
御
沙
汰
有
之
迄
遠
慮
二
不
相
及
、
乍

去
長
野
詰
二
而
右
様
之
事
出
来
候
ゆ
へ
、
銘
を
取
扱
相
済
迄
は
出
勤
差
控
可
申
之
段

高
源
相
へ
申
渡
別
間
へ
為
引
取
置
候
、
親
郷
肝
煎
四
人
共
右
同
断
、
惣
々
引
越
相
済

候
上
及
対
面
早
を
御
用
向
及
尋
問
候

一
新
兵
衛
共
足
軽
を
以
伺
有
之
候
故
別
段
罷
越
二
不
相
及
、
角
館
警
固
取
締
之
義
申
遣

候
処
、
今
日
同
人
罷
越
候
、
別
條
無
之
候
得
共
御
城
下
区
々
之
評
判
二
可
有
之
、
鼻

之
先
角
館
町
て
さ
へ
品
々
評
判
、
横
手
両
人
参
と
も
不
容
易
事
二
承
候
由
二
而
駈
付

候
趣
、
扱
々
恐
入
候
事
二
御
座
候
、
右
可
得
御
意
段
斯
通
二
候
、
恐
慢
謹
言
／
日

正
月
廿
九
日

金
易
右
衛
門

（
マ
マ
）

御
国
此
度
之
騒
動
〈
全
銅
山
御
廻
米
よ
り
相
生
候
事
二
御
座
候
得
共
、
千
七
百
石
〈

む
り
ノ
、
と
相
廻
候
事
に
夜
分
申
渡
、
為
夫
五
百
石
神
宮
寺
へ
之
手
当
米
相
欠
き
、

又
別
段
之
敷
方
に
相
係
候
外
無
之
困
り
入
候
事
に
御
座
候
、
御
推
察
可
被
下
候

（
Ｂ
）
係
渡
辺
泰
治

大
和
田
熊
蔵

御
百
姓
共
願
書
之
向
書
付
ヲ
以
早
速
左
之
通
申
渡
候

久
保
田
へ
致
出
府
御
役
屋
様
へ
潜
り
入
願
申
上
候
、
露
命
相
助
度
段
書
面
二
相
見
得

候
得
共
、
百
姓
公
事
等
之
取
入
申
間
敷
、
前
以
被
仰
渡
も
有
之
候
得
者
誰
有
て
願
筋

へ
取
扱
可
相
及
様
無
之
、
此
義
〈
兼
而
村
々
へ
も
御
上
ふ
被
仰
渡
も
有
之
指
心
得
も

可
有
之
儀
二
候
得
共
、
多
人
数
之
事
故
不
勘
弁
之
者
も
可
有
之
候
故
心
得
形
為
申
知

候

一
前
北
浦
飯
料
有
米
井
五
斗
米
、
御
売
上
米
共
油
断
無
之
御
百
姓
共
飯
料
余
勢
二
相
成

候
様
被
成
下
、
御
借
上
御
免
被
成
下
度
申
出
候
、
五
斗
米
之
義
者
不
残
銅
山
御
廻
米

一
一
相
成
、
当
時
余
米
無
之
候

其
外
三
口
之
分
全
卜
通
り
無
余
義
事
一
一
候
得
共
、
今
年
柄
之
事
故
有
無
相
通
し
不

申
候
而
者
乍
恐
御
上
様
之
厚
ぎ
思
召
ヲ
以
御
領
民
共
壱
人
た
り
共
飢
餓
無
之
様
二
と

の
御
趣
意
二
御
行
届
無
之
、
不
被
為
得
止
銘
々
飯
料
三
月
分
ま
で
相
備
、
四
月
汀
日

汐
〈
越
後
二
月
中
早
着
米
之
内
ヲ
以
被
相
渡
候
御
取
運
二
而
、
御
家
中
始
御
取
扱
二

相
成
居
候
事
二
候
、
此
処
於
其
方
共
も
深
く
勘
弁
い
た
し
被
仰
出
之
思
召
相
立
候
様

二
不
仕
侯
〈
難
相
成
訳
合
二
候

乍
去
今
日
此
表
へ
罷
出
米
繰
之
義
相
尋
候
処
、
此
度
銅
山
江
御
仕
送
九
百
石
之
外
、

別
断
八
百
五
十
石
相
備
、
万
一
危
急
之
節
者
何
れ
之
向
江
な
り
指
向
相
救
之
手
当
二

候
段
順
兵
衛
申
聞
候
、
左
候
得
者
左
候
而
巳
手
薄
と
申
ニ
ハ
無
之
、
於
銘
々
も
安
堵

無
此
上
事
二
候
、
此
段
一
統
可
相
心
得
候

一
春
農
御
任
米
前
北
浦
二
相
当
候
分
百
弐
拾
五
石
、
是
迄
之
通
備
置
候

一
御
銭
拝
借
願
申
立
候
得
と
も
、
御
領
内
一
統
之
凶
作
二
付
、
大
坂
井
他
処
御
買
入
米

被
成
置
候
二
付
不
少
御
入
方
二
有
之
、
其
方
願
通
被
仰
付
候
事
二
而
者
御
行
届
可
相

成
様
も
無
之
、
別
而
下
筋
村
々
之
義
者
一
歩
二
歩
精
々
之
毛
付
二
而
此
節
か
一
円
一
一

飯
料
之
手
当
無
之
、
前
北
浦
二
引
比
へ
候
得
〈
皆
以
莫
大
之
拝
借
不
被
仰
付
候
而
者

御
田
地
守
護
不
相
成
義
改
而
申
迄
も
無
之
、
其
方
共
二
於
て
も
勘
弁
可
有
之
事
二

候
、
若
又
種
籾
質
入
等
二
致
置
、
此
節
指
支
之
願
筋
等
二
候
〈
坐
銘
々
之
持
高
一
一
応

し
多
少
御
取
扱
被
成
下
侯
間
取
調
可
申
出
候

一
郷
備
籾
以
来
御
備
無
之
様
致
度
候
段
申
出
候
得
共
、
此
節
右
様
之
御
沙
汰
二
難
被
相

及
候
、
勿
論
去
秋
中
汐
窮
民
御
救
之
た
め
御
城
下
井
下
筋
へ
可
差
向
候
分
〈
、
他
処

買
入
米
雑
穀
割
合
を
以
不
残
相
返
置
候
間
此
旨
可
相
心
得
候

一
極
窮
御
百
姓
共
へ
御
払
米
下
直
之
相
場
を
以
被
払
下
度
段
申
立
候
、
御
吟
味
之
上
実

々
申
立
之
通
り
相
違
無
之
二
於
て
〈
願
之
通
可
申
付
侯
間
、
右
躰
実
形
を
以
人
別
取

調
可
申
出
候
、
但
仲
間
二
於
て
精
を
相
尽
し
不
当
之
取
調
申
出
候
叩
者
御
時
節
か
ら

不
勘
弁
之
筋
二
候
間
此
旨
可
相
心
得
候

一
内
借
之
分
三
ヶ
年
休
五
ヶ
年
賦
之
願
二
候
得
共
、
其
方
共
相
対
を
以
借
入
、
如
何
成

約
定
二
候
哉
、
於
御
上
二
御
存
知
可
有
之
様
も
無
之
、
此
節
之
御
沙
汰
二
難
被
相
及

候
、
追
々
取
調
之
上
申
出
之
向
、
其
向
穿
鑿
之
上
壱
ヶ
年
二
相
当
候
分
者
相
成
丈
御

取
扱
可
被
成
下
候
、
併
前
条
之
通
り
精
々
御
吟
味
之
上
一
一
無
之
候
得
者
治
定
之
儀
二

、
一

｝
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〈
難
相
成
候

一
親
郷
肝
煎
共
之
義
申
立
候
得
共
、
如
何
程
之
役
義
不
似
合
之
義
有
之
候
哉
、
書
面
一

ト
通
を
以
申
出
候
通
可
相
成
様
も
無
之
、
申
立
之
筋
二
寄
候
而
者
御
取
扱
柄
も
可
有

之
事
二
候

一
其
村
二
寄
食
料
二
致
度
ニ
付
松
木
為
改
候
村
も
有
之
候
〈
上
願
可
申
出
候

右
之
通
可
得
其
意
候

正
月
廿
八
日

一
右
騒
立
二
付
仙
北
筋
一
躰
人
気
甚
不
宜
二
付
、
仙
北
郡
会
田
久
左
衛
門
扱
所
汐
七
千

表
久
保
田
下
二
可
相
成
米
も
容
易
二
下
り
不
申
考
二
付
須
田
内
記
殿
御
家
老
御
出
張

被
仰
蒙
、
二
月
十
五
日
出
足
仙
北
郡
へ
御
回
在
被
成
候
、
御
副
役
加
藤
加
藤
九
右
衛

門
殿
御
同
様
廻
在
被
仰
付
、
同
日
出
足
致
候

（
Ｃ
）
近
藤
瀬
兵
衛
殿
汐
来
書
之
趣
左
之
通

（
二
月
ｌ
肇
者
注
）

以
態
飛
脚
得
御
意
候
、
然
全
昨
十
八
日
晩
奥
北
浦
四
拾
弐
ヶ
村
之
内
西
明
寺
村
銅

山
御
廻
米
蔵
宿
九
右
衛
門
方
へ
押
寄
、
御
廻
米
被
遣
候
而
者
一
統
之
命
ニ
拘
り
候
事

故
、
不
相
成
候
と
囲
ミ
外
へ
取
巻
候
段
角
館
へ
注
進
有
之
候
二
付
、
森
田
幸
之
助
手

代
六
郎
右
衛
門
井
御
足
軽
拾
人
、
池
田
新
兵
衛
差
図
遣
し
取
防
候
得
共
中
々
以
聞
入

不
申
、
其
内
飯
を
差
出
候
得
と
申
に
付
、
夫
々
与
へ
取
披
中
、
河
内
殿
御
聞
及
被

成
、
以
飛
脚
六
郷
御
役
屋
二
須
田
五
右
衛
門
罷
有
候
所
へ
、
昨
十
九
日
朝
騒
立
之
義

為
御
知
之
趣
五
右
衛
門
申
出
候
者
打
寄
弐
百
人
位
、
其
節
拙
者
も
六
郷
二
罷
有
、
右

之
段
易
右
衛
門
同
様
二
内
膳
殿
へ
申
上
候
処
、
拙
者
二
罷
出
取
鎮
可
申
、
若
御
蔵
へ

手
を
懸
候
〈
入
搦
取
り
可
申
、
御
威
光
二
係
り
候
趣
被
仰
含
、
夫
〃
取
始
末
致
、
昨

十
九
日
夜
五
シ
時
小
館
御
役
屋
へ
着
承
候
処
、
全
く
銅
山
行
米
斗
二
も
無
之
、
余
程

根
之
深
様
子
二
聞
得
候

拙
者
着
以
前
、
孝
之
助
、
六
郎
右
衛
門
西
明
寺
よ
り
罷
帰
、
先
シ
御
蔵
江
〈
手
を
掛

候
事
無
之
趣
二
候

依
而
申
諭
候
〈
自
分
共
願
之
筋
有
之
候
〈
入
取
次
可
申
、
何
レ
引
取
可
申
達
と
申
含

候
処
、
承
知
二
而
引
候
人
数
数
千
三
四
百
人
と
見
得
候
よ
し
、
直
々
銘
々
帰
村
も
可

有
之
、
孝
之
助
、
六
郎
右
衛
門
申
候

乍
去
其
場
二
而
此
よ
り
梅
沢
村
肝
煎
徳
右
衛
門
へ
可
罷
出
と
申
者
も
有
之
と
の
咄
、

右
二
付
油
断
不
相
成
候
事
ゆ
へ
御
足
軽
共
無
残
遣
し
若
乱
妨
之
致
方
有
之
候
而
者
不

容
易
可
為
申
知
段
申
含
候
、
鶏
啼
過
迄
容
子
無
之
、
御
役
屋
一
一
而
手
筈
致
罷
有
候

所
、
今
朝
五
シ
時
過
御
足
軽
罷
帰
申
聞
候
者
、
外
二
乱
妨
〈
不
致
、
清
右
衛
門
よ
り

右
人
数
へ
飯
を
与
候
処
、
此
よ
り
雲
然
村
肝
煎
久
吉
方
へ
罷
出
、
相
願
之
上
御
諭
之

御
答
可
申
上
候
、
御
願
之
筋
も
御
座
候
趣
二
而
、
根
源
よ
り
久
吉
な
と
は
親
郷
一
一
而

外
村
一
統
従
腹
不
致
、
様
々
遺
恨
有
之
と
聞
得
候
、
当
人
家
へ
押
寄
候
、
又
を
注
進

二
付
、
森
田
孝
之
助
、
橋
本
要
人
、
岩
屋
良
兵
衛
、
其
外
指
引
役
渡
部
才
治
、
石
崎

惣
治
右
衛
門
御
小
人
七
人
井
御
足
軽
召
連
れ
出
懸
候
処
、
既
二
打
寄
人
数
三
千
人
程

二
追
々
加
り
、
暫
時
之
内
微
塵
二
打
砕
き
柱
斗
残
し
置
、
尤
米
井
喰
物
貯
〈
不
残
取

出
し
喰
尽
候

夫
汐
御
役
屋
始
木
山
方
迄
罷
出
、
乱
妨
二
押
入
候
と
口
々
’
一
申
唱
候
趣
、
其
内
河
内

殿
公
五
右
衛
門
迄
御
使
者
大
変
之
事
故
組
下
へ
申
付
御
役
屋
警
固
申
渡
、
猶
組
頭
四

人
芦
龍
紘
殿
組
御
足
軽
弐
タ
組
被
差
添
、
万
一
御
役
屋
へ
手
を
懸
候
事
二
而
者
御
大
事

之
段
御
入
念
被
仰
遣
、
尤
詰
合
人
数
へ
申
合
、
此
余
ハ
切
捨
可
致
決
意
一
而
取
堅
罷

有
候
所
、
又
を
河
内
殿
よ
り
御
使
者
川
原
之
事
は
酩
尉
”
屯
拙
者
受
持
可
申
、
御
役

屋
〈
拙
者
二
手
配
可
致
被
仰
遣
、
両
組
下
四
拾
人
位
御
役
屋
へ
鎮
候
迄
詰
合
申
候
、

一
向
退
散
之
模
様
無
之
、
畢
寛
郡
方
人
数
な
と
〈
中
を
承
知
い
つ
れ
二
も
剣
戟
之
防

に
至
候
得
者
、
乍
恐
第
一
御
首
尾
御
大
事
と
奉
存
、
河
内
殿
よ
り
御
取
鎮
可
被
成
御

趣
意
を
以
、
組
頭
小
田
野
主
水
井
原
野
儀
右
衛
門
両
人
、
川
原
屯
候
処
へ
申
諭
し
に

御
役
屋
汐
直
々
一
時
之
取
受
を
以
遣
候
、
猶
五
右
衛
門
、
河
内
殿
へ
罷
出
内
々
鎮
候

様
子
無
之
二
付
御
出
張
之
様
申
上
候
処
、
已
前
汐
其
心
得
二
而
居
候
趣
二
而
、
セ
ツ

過
御
出
張
被
成
御
諭
候
処
、
多
人
数
之
者
願
之
義
〈
明
日
可
申
上
と
て
夜
四
ッ
時

過
無
残
帰
村
致
候
段
、
主
水
、
儀
右
衛
門
罷
越
申
聞
候
、
依
而
御
役
屋
堅
も
引
払

候
、
右
願
之
事
〈
明
日
河
内
殿
迄
申
出
候
積
二
御
座
候

一
右
二
付
内
膳
殿
今
日
横
手
へ
御
引
移
之
筈
、
易
右
衛
門
神
宮
寺
へ
移
候
ゆ
へ
、
態
飛

（
マ
マ
）

脚
を
以
、
態
飛
脚
を
以
早
々
御
触
二
両
度
迄
申
遣
候
、
子
今
飛
脚
罷
帰
不
申
候

一
取
込
中
認
候
ゆ
へ
委
細
一
天
及
兼
候
、
片
時
を
取
急
ぎ
荒
増
得
御
意
候
、
右
壱
件
可

被
仰
上
候
、
恐
僅
謹
言

二
月
廿
日

近
藤
瀬
兵
衛

（
マ
マ
）|’
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三
若
干
の
問
題
点

（
巳
年
）
力

こ
の
（
Ａ
）
、
（
Ｂ
）
、
（
Ｃ
）
の
三
点
は
い
ず
れ
も
外
表
紙
が
「
天
保
□
口
被
仰
渡

（
１
）

書
」
、
原
表
紙
が
「
天
保
四
巳
年
六
郡
凶
作
に
付
被
仰
渡
井
略
記
」
と
あ
る
史
料
に
収
め

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
史
料
は
原
表
紙
の
題
の
ご
と
く
大
凶
作
の
年
で
あ
っ
た
天
保
四
年
七
月
か
ら
天
保

五
年
三
月
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
。
右
の
三
つ
以
外
に
も
注
目
す
べ
き
内
容
の
も
の
も
あ
る

が
、
紙
数
の
制
約
も
あ
り
一
撲
の
経
過
に
直
接
か
か
わ
り
の
あ
る
右
の
三
つ
に
限
定
し
て

承
る
こ
と
に
す
る
。

最
初
に
こ
れ
を
書
留
め
た
筆
者
が
誰
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
現
在
の
と

こ
ろ
確
定
で
き
な
い
。
た
だ
当
時
藩
庁
に
あ
っ
て
勘
定
吟
味
役
で
副
役
で
あ
っ
た
者
の
一

人
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
史
料
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

「
（
十
月
廿
日
の
條
）

一
米
買
入
之
為
同
役
近
藤
瀬
兵
衛
越
後
行
被
仰
付
、
廿
七
日
出
足
致
候
」
（
傍
点
筆
者
、

以
下
同
じ
）

●
●
●
●
●
●
●
●

ま
た
十
二
月
十
六
日
に
「
御
勘
定
吟
味
役
拙
者
、
御
副
役
被
仰
付
候
、
同
十
八
日

御
勘
定
吟
味
役
近
藤
瀬
兵
衛
右
同
断
」
と
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

ヲ
（
》
◎
（
冗
乙
）

こ
の
地
位
か
ら
す
れ
ば
こ
の
天
保
四
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
藩
政
の
危
機
的
状
況
に

さ
い
し
て
重
要
な
情
報
を
得
る
立
場
に
あ
っ
た
も
の
と
ゑ
て
よ
い
。

（
Ａ
）
の
金
易
右
衛
門
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
り
今
あ
ら
た
め
て
詳
し
く
の

べ
る
必
要
も
な
い
の
だ
が
、
当
面
一
摸
と
の
関
係
で
云
え
ば
、
四
年
の
十
二
月
九
日
に
こ

れ
迄
ど
お
り
勘
定
奉
行
で
あ
り
な
が
ら
仙
北
三
郡
の
郡
奉
行
兼
帯
と
な
っ
て
い
る
。
な
お

こ
の
時
点
で
能
代
奉
行
、
養
蚕
方
係
り
は
そ
の
任
を
と
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
五
年
二
月

の
奥
北
浦
一
摸
の
す
ぐ
あ
と
の
二
月
一
三
日
、
「
思
召
之
有
之
候
、
御
役
被
召
放
遠
慮
被

仰
付
候
」
と
い
っ
た
事
態
に
な
る
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
前
・
奥

北
浦
一
摸
の
さ
い
は
藩
側
の
現
地
の
責
任
者
と
し
て
指
揮
を
と
っ
た
人
物
で
あ
る
。

そ
う
し
た
重
要
な
地
位
に
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
も
金
の
動
静
は
間
接
的
に
は
そ
れ

な
り
に
記
さ
れ
て
お
り
知
ら
れ
て
は
い
た
が
、
（
３
）
こ
れ
は
前
北
浦
騒
動
の
際
の
彼
自
身

が
出
し
た
書
状
の
写
で
は
あ
る
が
、
宛
名
以
外
は
原
形
の
ま
ま
の
形
で
あ
る
と
ゑ
ら
れ
る

の
で
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
書
状
は
、
『
武
藤
資
料
』
が
筆
録
者
不
明
と
し
て
あ
げ
て
い
る
抜
書
の
「
前
北
浦

一
統
肝
煎
長
を
先
と
し
、
小
間
居
の
者
迄
無
残
、
正
月
廿
六
日
、
一
同
に
長
野
御
役
屋
へ

相
詰
め
、
品
々
願
相
立
」
た
が
、
結
局
藩
側
の
鎌
田
順
兵
衛
等
が
、
「
然
幾
日
詰
居
候

共
、
願
の
筋
不
為
叶
候
間
、
此
上
は
勝
手
次
第
に
可
致
と
高
声
に
被
申
渡
、
皆
々
驚
入

り
、
右
の
通
り
候
得
は
、
控
も
難
相
立
事
に
至
り
候
故
、
此
上
一
同
城
下
へ
罷
登
り
幾
重

に
も
御
訴
証
可
申
上
と
て
」
因
’
五
頁
）
農
民
が
そ
れ
ぞ
れ
食
料
を
準
備
し
て
城
下
久
保
田

を
目
指
し
て
、
大
曲
か
ら
花
館
、
神
宮
寺
ま
で
陸
続
と
し
て
お
し
よ
せ
て
い
っ
た
と
い
う

一
摸
の
発
端
の
状
況
を
補
っ
て
承
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
象
れ
ぱ
、
当
然
農
民
側
の
行
求
を
ま
と
め
た
願
書
も
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
こ
の
（
Ａ
）
の
な
か
で
も
「
銘
々
願
之
筋
有
之
候
〈
Ｌ
早
々
可
申
出
之
旨
申
渡
候

処
、
夜
四
つ
頃
二
も
可
有
之
哉
、
願
書
差
出
候
」
と
あ
り
、
ま
た
「
御
取
扱
之
書
面
相
渡

．
…
．
：
：
明
四
ッ
時
迄
二
御
受
書
可
差
出
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
藩
側
と
農
民
代
表
者
と

の
間
で
何
等
か
の
折
衝
が
あ
っ
た
と
ゑ
ら
れ
る
。
こ
の
点
『
武
藤
資
料
』
の
、
同
二
八
日

幕
林
で
「
種
々
願
書
相
認
長
野
御
役
屋
差
出
候
、
然
処
郡
奉
行
金
易
右
衛
門
殿
始
惣
役
人

御
役
屋
へ
寄
集
り
、
種
を
御
評
議
の
上
．
：
…
…
書
付
を
以
て
厳
重
に
被
申
渡
候
、
其
旨
種

々
有
之
候
得
共
」
（
五
頁
）
と
照
応
す
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
も
農
民
の
行
動
は
あ
る
程
度
知
ら
れ
て
い
た
が
、
農
民
が
一

体
何
を
要
求
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
が
、
右
の
（
Ｂ
）
は
そ
れ
が

直
接
農
民
側
の
出
し
た
要
求
書
で
は
な
い
が
、
多
分
に
そ
れ
を
含
ん
だ
形
で
の
回
答
で
あ

る
の
で
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
内
容
か
ら
だ
け
で
は
、
農
民
側
の
示
し
た
要
求
の
す
べ
て
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
が
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
（
カ
ッ
コ
、
藩
の
回
答
）

（
１
）
飯
米
に
困
っ
て
い
る
百
姓
に
つ
い
て
は
藩
の
借
上
げ
を
免
除
し
て
ほ
し
い
。

（
銅
山
仕
送
米
の
ほ
か
に
八
百
五
十
石
を
備
え
て
お
く
こ
と
を
約
束
す
る
。
）

（
２
）
春
農
（
助
成
ヵ
）
米
も
、
（
多
分
凶
作
で
あ
っ
た
の
で
従
来
な
ゑ
か
）
何
等
か
の

要
求
が
あ
っ
た
。

（
是
迄
通
り
・
）

（
３
）
銭
拝
借
の
要
求
を
出
し
て
い
る
。

（
Ａ
を
）

（
そ
の
実
情
に
応
じ
て
考
慮
す
る
。
）

（
４
）
郷
借
米
の
廃
止
。

（
こ
れ
は
現
状
で
は
出
来
な
い
。
た
だ
し
他
処
へ
振
向
け
た
分
は
そ
の
補
い
は
す

る
。
）

（
５
）
極
窮
の
百
姓
へ
の
払
い
米
を
「
下
直
の
相
場
」
で
や
っ
て
ほ
し
い
。

（
実
情
を
調
べ
た
上
で
そ
う
し
た
者
に
は
考
慮
す
る
か
ら
、
調
査
の
上
で
申
し
出
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よ
・
）

（
６
）
内
借
り
の
分
、
三
ヶ
年
棚
上
げ
し
、
五
ヶ
年
賦
に
す
る
よ
う
藩
で
取
計
っ
て
ほ
し

い
。（

藩
が
関
係
し
て
の
約
束
で
き
め
て
た
こ
と
で
は
な
い
の
で
拒
否
。
た
だ
今
年
の

状
況
か
ら
壱
ヶ
年
期
限
の
も
の
は
考
慮
し
た
い
。
）

（
７
）
親
郷
肝
煎
の
何
等
か
の
不
都
合
の
申
立
て
の
善
処
方
か
の
要
求
か
。

（
き
ち
ん
と
申
立
て
た
な
ら
事
情
に
よ
っ
て
は
考
慮
し
な
い
で
も
な
い
。
）

（
８
）
村
ご
と
の
松
木
の
改
め
を
許
し
て
ほ
し
い
。

（
認
め
る
。
）

お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
内
容
と
な
ろ
う
。

こ
の
な
か
の
（
７
）
項
の
よ
う
に
、
の
ち
奥
北
浦
一
溌
の
親
郷
肝
煎
の
打
ち
こ
わ
し
を

考
え
る
と
、
具
体
的
に
何
を
要
求
し
た
か
が
わ
か
れ
ば
な
お
よ
い
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
し

ろ
こ
こ
で
見
る
限
り
で
は
藩
は
は
っ
き
り
と
拒
否
の
態
度
を
示
し
て
い
な
い
の
が
目
に
つ

く
。
も
っ
と
も
こ
れ
等
の
要
求
が
あ
と
で
こ
の
約
束
通
り
実
行
し
た
か
ど
う
か
は
あ
ら
た

め
て
検
討
し
て
承
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
。

従
来
こ
の
農
民
の
要
求
が
な
ん
で
あ
っ
た
か
が
明
確
で
な
か
っ
た
た
め
、
『
武
藤
資

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

料
』
で
も
一
史
料
で
は
コ
ト
而
願
筋
御
取
上
も
無
之
、
却
て
無
調
法
に
相
成
誠
に
以
心

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

外
千
万
之
事
に
候
」
（
五
頁
）
と
、
又
他
の
そ
れ
で
は
「
其
方
共
ノ
願
通
リ
ニ
何
事
モ
致

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

シ
候
間
…
…
…
百
姓
共
モ
何
事
ニ
ョ
ラ
ス
願
通
相
成
上
ハ
、
勝
軍
ノ
心
地
シ
テ
引
取
ヌ
、

（
中
略
）
仙
北
郡
奉
行
金
易
右
衛
門
初
其
外
ノ
役
今
・
…
．
：
文
々
騒
ヶ
敷
事
ノ
出
来
モ
ャ

セ
ン
カ
ト
、
夫
レ
ノ
ミ
泥
ミ
百
姓
共
ヱ
ー
円
構
ナ
ク
指
置
キ
後
ノ
患
ヲ
引
出
セ
リ
」
、

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

（
か
か
る
Ｉ
筆
者
注
）
「
前
北
浦
一
摸
ノ
勝
利
ヲ
見
、
此
節
始
何
ナ
ル
事
相
催
シ
テ
モ

御
構
ナ
キ
事
二
指
心
得
、
奥
北
浦
一
円
申
合
」
三
頁
）
と
、
む
ろ
ん
そ
こ
に
は
見
る
者
の

立
場
の
違
い
も
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
こ
れ
迄
の
研
究
で
は
、
前
北
浦
一
件
の
評

価
や
、
前
・
奥
北
浦
の
騒
動
の
関
連
に
つ
い
て
は
か
な
り
あ
い
ま
い
に
処
理
せ
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。

む
な
し
く

『
秋
田
県
史
』
近
世
編
（
下
）
で
は
『
空
敷
引
廻
り
一
と
而
願
筋
御
取
上
も
無
之
』
結

果
に
お
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
摸
の
こ
う
し
た
結
果
は
、
動
員
数
の
多
さ
や
行
動
の

激
し
さ
か
ら
ゑ
て
、
い
か
に
も
似
あ
わ
ぬ
こ
と
の
よ
う
だ
…
…
」
（
一
八
三
頁
）
と
、
ま
た

●
●
●
●
●

『
角
館
誌
』
で
は
「
こ
の
騒
動
は
、
次
に
勃
発
し
た
奥
北
浦
農
民
騒
動
を
誘
発
し
た
と

●
●
●
●
●

思
わ
れ
る
が
」
（
第
四
巻
、
一
八
九
頁
）
と
の
べ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
右
に
の
べ
た
『
武
藤

資
料
』
の
中
の
見
解
の
差
に
気
付
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
騒
動
の
経
緯
の
承
の
か
か
る

注
（
１
）
南
秋
田
郡
昭
和
町
豊
川
、
石
川
文
庫
蔵
。

以
下
特
に
注
記
な
ぎ
引
用
は
同
史
料
に
よ
る
。

（
２
）
天
保
四
年
の
秋
以
来
、
藩
は
凶
作
の
非
常
事
態
を
乗
り
き
る
た
め
藩
士
の
配
置
が

え
を
断
行
し
て
い
っ
た
が
、
こ
の
筆
者
や
近
藤
以
外
に
も
次
の
よ
う
な
人
々
が
新

ら
た
に
副
役
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。
（
カ
ッ
コ
の
日
付
が
任
命
さ
れ
た
日
）

嘉
藤
九
右
衛
門
（
十
一
月
九
日
）
、
松
塚
幸
八
郎
、
加
藤
五
左
衛
門
、
金
時
之

史
料
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
、
前
北
浦
の
農
民
が
い
か
な
る
要
求
を
出
し
、
そ
れ
に
藩
側

が
ど
う
い
っ
た
解
答
を
与
え
た
か
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
点
に
も
そ
の
原
因
の
一
つ
が

あ
っ
た
と
承
ら
れ
る
（
な
お
武
藤
『
秋
田
農
民
一
撲
史
』
五
○
’
二
頁
も
参
照
）
・
そ
の

点
で
も
こ
の
（
Ｂ
）
は
有
力
な
再
検
討
の
一
材
料
と
な
ろ
う
。

こ
う
し
て
前
北
浦
の
動
向
を
深
い
関
心
を
も
っ
て
見
守
っ
て
い
た
奥
北
浦
の
人
達
が
、

前
北
浦
の
場
合
と
く
に
中
心
人
物
に
も
と
が
め
が
な
く
、
そ
の
要
求
も
藩
が
大
筋
と
し
て

の
ん
だ
形
と
な
っ
て
い
っ
た
の
に
自
信
を
得
、
ま
た
二
月
に
入
っ
て
藩
側
の
米
調
べ
の
徹

底
的
な
措
置
が
重
な
っ
て
前
北
浦
の
そ
れ
に
続
け
と
い
っ
た
形
で
こ
の
二
つ
の
騒
動
の
関

連
を
と
ら
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
は
推
測
だ
が
、
奥
北
浦
蜂
起
の
さ
い
に
前
北
浦
の
農
民
達
が
そ
れ
に

呼
応
し
て
再
度
立
上
ら
な
か
っ
た
の
は
、
藩
が
前
北
浦
農
民
に
と
も
か
く
譲
歩
し
た
形
を

（
原
Ｊ
）

と
っ
て
い
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
か
。

金
も
記
し
て
い
る
通
り
、
こ
の
一
件
は
そ
う
で
な
く
て
も
人
心
不
安
な
こ
の
時
期
で
あ

っ
た
の
で
一
層
大
き
な
衝
撃
を
各
方
面
に
与
え
た
で
あ
ろ
う
し
、
と
く
に
仙
北
一
帯
は
そ

う
で
あ
っ
た
。
藩
も
現
地
の
承
に
ま
か
せ
ず
、
二
月
十
五
日
家
老
須
田
内
記
を
派
遣
す
る

な
ど
、
そ
れ
な
り
の
手
は
う
っ
て
い
た
が
二
月
十
八
日
今
度
は
奥
北
浦
の
農
民
の
騒
動
と

な
っ
て
い
く
。

（
６
）

史
料
（
Ｃ
）
は
、
当
時
仙
北
に
お
っ
た
副
役
近
藤
瀬
兵
衛
の
報
告
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
藩
の
要
職
に
あ
っ
た
人
凌
の
記
録
か
ら
そ
の
要
旨
（
７
）

は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
た
だ
そ
の
全
文
と
い
っ
た
形
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
彼
の
現
地
で

は
た
し
た
役
割
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
る
と
重
視
し
て
よ
い
一
つ
の
史
料
と
ゑ
て
よ
い
だ

ろ
う
。

（
○
。
）

こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
先
の
別
稿
で
の
内
容
と
も
重
な
り
合
う
し
、
紙
数
の
都
合
も

あ
っ
て
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
言
及
し
な
い
。
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（
７
）
た
だ
彼
の
報
告
が
こ
の
一
つ
だ

「
根
本
左
司
馬
日
記
」
（
大

近
世
下
、
一
○
四
○
Ｉ
一
頁
。
）

つ
だ

亟
、
岩
屋
慶
治
（
以
上
十
二
月
九
日
）
、
熊
谷
庄
助
（
同
十
六
日
）
、
大
腰
丹
治

（
同
廿
四
日
）
な
ど
。
な
お
当
時
副
役
に
小
田
内
助
右
衛
門
が
い
た
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
以
外
の
人
物
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
当
時
の
職
名
を

含
む
「
分
限
帳
」
等
が
あ
れ
ば
判
明
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
存
在
を
確
認
で

き
ず
に
い
る
。
後
考
に
待
ち
た
い
。

（
３
）
武
藤
鉄
城
編
『
天
保
の
仙
北
郡
騒
動
資
料
』
（
白
岩
書
院
、
一
九
三
七
年
）
二
’

五
頁
な
ど
参
照
。
以
下
引
用
は
『
武
藤
資
料
』
と
略
す
。

（
４
）
こ
こ
で
回
答
が
の
べ
て
い
る
「
別
而
下
筋
村
々
之
義
者
…
…
：
・
前
北
浦
に
引
比
へ

候
得
〈
皆
以
莫
大
之
拝
借
不
被
仰
付
候
而
者
御
田
地
守
護
不
相
成
義
改
而
申
迄
も

無
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
藩
の
北
部
地
域
の
方
が
被
害
が
ひ
ど
か
っ
た
。
一
例
と

し
て
「
天
保
四
癸
巳
年
記
録
」
（
国
立
史
料
館
、
一
関
文
書
四
二
九
○
一
号
）
。
な

お
こ
れ
は
『
大
館
地
方
資
料
文
書
』
（
大
館
市
史
編
さ
ん
委
員
会
発
行
、
一
九
七

三
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
同
書
四
八
頁
参
照
。

（
５
）
こ
の
点
、
農
民
の
要
求
そ
の
も
の
も
含
め
て
な
お
農
民
側
の
史
料
の
発
見
が
な
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
。

（
６
）
こ
の
時
副
役
で
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
文
中
で
の
べ
た
点
と
湊
国
季
「
御
用
留
書
」

（
湊
文
書
、
県
立
図
書
館
蔵
）
天
保
五
年
二
月
二
二
日
の
條
な
ど
か
ら
確
認
さ
れ

「
八
丁
夜
話
」
第
十
一
（
『
第
二
期
新
秋
田
叢
書
』
巻
二
、
二
七
六
’
七
頁
）
。

当
時
大
坂
に
あ
っ
た
介
川
東
馬
の
「
日
記
」
天
保
五
年
三
月
一
三
日
の
条
・
な

お
こ
れ
は
ま
だ
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
参
考
迄
に
次
に
示
し
て
お
く
。

ブ
（
》
。一

二
月
廿
日
近
藤
瀬
兵
衛
廻
在
向
汐
申
越
候
書
面
差
送
、
其
大
旨
〈
二
月
十
八
日

晩
奥
北
浦
四
十
二
ヶ
村
之
内
西
明
寺
村
銅
山
御
廻
米
御
蔵
宿
九
右
衛
門
か
た
へ

押
寄
、
御
廻
米
被
遣
候
而
全
統
之
命
二
係
候
事
故
不
相
成
と
囲
之
外
取
巻
候

段
角
館
へ
注
進
二
付
、
赤
田
孝
之
助
手
代
六
郎
右
衛
門
御
足
軽
拾
人
，
池
田
九

兵
衛
差
向
遣
候
得
と
も
聞
入
不
申
、
河
内
殿
御
聞
及
六
郷
御
役
や
へ
被
申
達
、

拙
者
も
六
郷
二
居
？
易
右
衛
門
様
八
内
記
様
へ
申
上
候
処
、
拙
者
二
取
鎮
二
罷

越
候
様
被
仰
付
、
夜
五
シ
時
小
館
御
役
屋
へ
差
越
候
処
、
全
銅
山
行
米
之
義
斗

「
（
前
略
）

け
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
な
お
問
題
が
残
る
。

（
大
館
市
立
図
書
館
栗
盛
文
庫
蔵
、
『
県
史
』
資
料
編

（
付
記
）

天
保
一
摸
関
係
史
料
の
探
索
調
査
は
か
ね
が
ね
松
渕
満
洲
雄
氏
と
と
も
に
進
め
て
き
た

が
、
本
稿
も
両
人
で
検
討
し
て
き
た
も
の
の
筆
者
な
り
の
ま
と
め
で
あ
る
。
厚
く
氏
に
感

謝
し
た
い
。
な
お
氏
に
よ
っ
て
こ
の
時
期
の
一
研
究
が
近
く
ま
と
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
る

こ
と
も
付
記
し
て
お
く
。

》
り
二
も
無
之
、
明
白
二
登
候
程
之
容
子
宛
拙
者
着
巳
前
孝
之
助
等
申
さ
と
し
一
一

而
引
取
、
凡
千
三
四
百
人
之
よ
し
、
夫
参
処
々
江
お
し
よ
せ
、
雲
然
村
肝
煎
久

吉
宅
を
微
塵
一
一
打
砕
、
其
節
人
数
三
千
人
ほ
と
い
よ
い
よ
相
募
候
二
付
、
翌
七

つ
過
河
内
殿
御
出
張
被
成
御
職
候
処
、
願
之
義
〈
明
日
可
申
上
辿
、
夜
四
つ
時

過
無
残
帰
宅
い
た
し
候
云
べ
是
〈
大
略
之
ぬ
ぎ
書
二
而
候

な
お
介
川
は
前
北
浦
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
三
月
七
日
に
、
秋
田
か
ら
の
知
ら

マ
ヘ

せ
と
し
て
、
「
仙
北
郡
前
北
浦
二
而
弐
千
人
程
騒
立
候
よ
し
」
と
の
ゑ
し
る
し
て

い
る
。

（
８
）
一
の
注
（
１
）
論
文
。
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